
軽減判定基準≧軽減判定所得（世帯主（擬制世帯主を含む）及びその世帯に属する国保加入者全員及び特定同一世帯所属者の｢総所得金額等｣を合算した金額）

1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人
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72.0 101 130 159 188 217 246 275 304 333
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４３

万円以下

医療給付費分

1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 1世帯につき 特定世帯 特定継続世帯

一般 16,700円 33,400円 50,100円 66,800円 83,500円 100,200円 116,900円 133,600円 150,300円 167,000円 一般 18,200円 9,100円 13,650円
２割 13,360円 26,720円 40,080円 53,440円 66,800円 80,160円 93,520円 106,880円 120,240円 133,600円 ２割 14,560円 7,280円 10,920円
５割 8,350円 16,700円 25,050円 33,400円 41,750円 50,100円 58,450円 66,800円 75,150円 83,500円 ５割 9,100円 4,550円 6,825円
７割 5,010円 10,020円 15,030円 20,040円 25,050円 30,060円 35,070円 40,080円 45,090円 50,100円 ７割 5,460円 2,730円 4,095円
２割 3,340円 6,680円 10,020円 13,360円 16,700円 20,040円 23,380円 26,720円 30,060円 33,400円 ２割 3,640円 1,820円 2,730円
５割 8,350円 16,700円 25,050円 33,400円 41,750円 50,100円 58,450円 66,800円 75,150円 83,500円 ５割 9,100円 4,550円 6,825円
７割 11,690円 23,380円 35,070円 46,760円 58,450円 70,140円 81,830円 93,520円 105,210円 116,900円 ７割 12,740円 6,370円 9,555円

後期高齢者支援金分

1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 1世帯につき 特定世帯 特定継続世帯

一般 7,000円 14,000円 21,000円 28,000円 35,000円 42,000円 49,000円 56,000円 63,000円 70,000円 一般 7,000円 3,500円 5,250円
２割 5,600円 11,200円 16,800円 22,400円 28,000円 33,600円 39,200円 44,800円 50,400円 56,000円 ２割 5,600円 2,800円 4,200円
５割 3,500円 7,000円 10,500円 14,000円 17,500円 21,000円 24,500円 28,000円 31,500円 35,000円 ５割 3,500円 1,750円 2,625円
７割 2,100円 4,200円 6,300円 8,400円 10,500円 12,600円 14,700円 16,800円 18,900円 21,000円 ７割 2,100円 1,050円 1,575円
２割 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円 8,400円 9,800円 11,200円 12,600円 14,000円 ２割 1,400円 700円 1,050円
５割 3,500円 7,000円 10,500円 14,000円 17,500円 21,000円 24,500円 28,000円 31,500円 35,000円 ５割 3,500円 1,750円 2,625円
７割 4,900円 9,800円 14,700円 19,600円 24,500円 29,400円 34,300円 39,200円 44,100円 49,000円 ７割 4,900円 2,450円 3,675円

介護納付金分

1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 1世帯につき 特定世帯 特定継続世帯

一般 5,900円 11,800円 17,700円 23,600円 29,500円 35,400円 41,300円 47,200円 53,100円 59,000円 一般 4,300円
２割 4,720円 9,440円 14,160円 18,880円 23,600円 28,320円 33,040円 37,760円 42,480円 47,200円 ２割 3,440円
５割 2,950円 5,900円 8,850円 11,800円 14,750円 17,700円 20,650円 23,600円 26,550円 29,500円 ５割 2,150円
７割 1,770円 3,540円 5,310円 7,080円 8,850円 10,620円 12,390円 14,160円 15,930円 17,700円 ７割 1,290円
２割 1,180円 2,360円 3,540円 4,720円 5,900円 7,080円 8,260円 9,440円 10,620円 11,800円 ２割 860円
５割 2,950円 5,900円 8,850円 11,800円 14,750円 17,700円 20,650円 23,600円 26,550円 29,500円 ５割 2,150円
７割 4,130円 8,260円 12,390円 16,520円 20,650円 24,780円 28,910円 33,040円 37,170円 41,300円 ７割 3,010円

令和5年度国民健康保険税軽減額早見表　(均等割・平等割)

(擬制世帯主は人数には含めないが、軽減判定所得に含める。世帯主が特定同一世帯所属者の場合は、どちらにも含める。)

被保険者（特定同一世帯所属者を含む）

一般

２割
４３０,０００円＋（５３５,０００円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の数）
＋｛１００，０００円×（給与所得者等の数－１）｝以下

５割
４３０,０００円＋（２９０,０００円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の数
）＋｛１００，０００円×（給与所得者等の数－１）｝以下

７割 ４３０,０００円＋｛１００，０００円×（給与所得者等の数－１）｝以下

※給与所得者等とは、給与所得者（給与収入が55万円を超える方）と公的年金等の支給を受ける方（65歳未満：公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上：公的年金等の収入が110万円を超える方）を指します。

※65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。譲渡所得は、特別控除前の所得です。
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